
  

 

 

Ｈ20.6.21 （土）午後 1時３０分～ 

 小浜市立図書館 市民ホール 

小浜市世界遺産推進室 松澤 那々子 

 

１．重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）について 

 

【地区名】小浜市小浜西組伝統的建造物群保存地区 

【町の種別】 商家町、茶屋町 
【選定基準】 伝統的建造物群および地割がよく旧態を保持しているもの 

 

○全国で８３地区 

（同時期に選定された地区は石川県金沢市主計町、長崎県平戸市大島村神浦） 

 
２．重伝建地区選定までの経緯について 
 
 平成２年～   町並みの調査 
 平成５年～   住民説明会等実施 
 平成７年     小浜西組歴史的地区環境整備協議会（通称町並み協議会）発足 
 平成９年     町並み保存資料館開館 
 平成１０年    小浜市伝統的建造物群保存地区条例制定 
 平成１４年～  歴史的景観形成助成事業開始 
 平成１５年    町並みと食の館開館 
 平成２０年１月１０日 小浜市小浜西組伝統的建造物群保存地区の決定（市） 
 平成２０年６月９日  国の重要伝統的建造物群保存地区として正式決定 
 
３．今後の動向について 
 
○まちづくり基本行動計画の策定（現在、町並み協議会で取組み中） 
 
○建物の修理・修景などの開始（平成２１年度から） 
 
○地区内の整備など（地元と協議しながら） 
 
 
４．現地視察 
 丹後街道沿い、町並み保存資料館、町並みと食の館（酔月）など 
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